
0.15%

さらに

入院保障で
安心

病気やけがで入院が連続して
5日以上となった場合

病気やけがで入院が連続して
31日以上となった場合

月々の住宅ローンの返済額を保障10万円

0.15%

※給付金のお支払いにはそれぞれ支払回数に上限があります。詳しくは、「被保険者のしおり」をご確認ください。

医師の診断書等で保険会社に
余命6ヶ月以内と判断された場合
医師の診断書等で保険会社に
余命6ヶ月以内と判断された場合

〈入院プラス〉
生活習慣病保障に加え病気やけがによる入院にも手厚い団体信用生命保険



平成30年4月現在

0.15%

・ ご融資日以降に死亡された場合、または「被保険者のしおり」に定める高度障害状態に該当された場
合に、ローン残高の100%相当額が保険金として支払われます。また、医師の診断書等で保険会社
に余命6ヶ月内と判断された場合にも同様に保険金が支払われます（リビング・ニーズ特約）。

・ ご融資日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、保険期間中に「被保険者のしおり」に
定める「がん（所定の悪性新生物）」に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断
確定されたとき、保険金が支払われます。

・ ご融資日以後に発病した所定の生活習慣病により180日以上の継続入院となった場合に、保険金
が支払われます。

・ ご融資日以後に発生した傷害または「被保険者のしおり」に定める所定の疾病により入院日数が連
続して５日以上となった場合に、１０万円が被保険者に直接支払われます（入院一時給付金）。

・ ご融資日以後に発生した傷害または「被保険者のしおり」に定める所定の疾病により入院日数が連
続して３１日以上となった場合に月々の住宅ローンのご返済額が被保険者に直接支払われ、以降も
入院日数が継続して３０日に達するごとに支払われます（初回・継続入院給付金）。

※保険金・給付金が支払われないケースがございます。詳しくは「被保険者のしおり」をご参照ください。
※入院一時給付金のお支払いは保険期間内で最大１２回まで。
※初回・継続入院給付金は1回の入院に対して最大５回、保険期間内で最大３６回まで。

0.15%

生活習慣病団信〈入院プラス〉
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